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１．基本理念 

いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、いじめの防止等のための対応に係る基本方針

となる事項を定め、生徒が互いの違いを認め合い、支え合い、健やかに成長できる環境をつくるとともに、

生徒の尊厳を保持することを目的とした対策を総合的かつ効果的に推進する。 

また、いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に

影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし

立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さないという姿勢で、どんな些細なことでも親身になって相談

に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意

識を育成することになる。 

 そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫き、教職員は生徒

を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援す

るという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。本校では、『高きを仰ぎ 広きを知り 

深きを探る』の綱領のもとに、社会から安心と尊敬と信頼される人物を育成するものとする。 

１ いじめ防止等のための基本的な方向に関する事項 

 

(1) いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめ防止対策は、全ての生徒が互いに理解しあ

い、生命や人権を尊重して、誰もがいじめに苦しむことなく、明るく健やかに学校生活を送るこ

とを目指して行われなければならない。 

(2) 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等

の対策は、いじめが、いじめを受けた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であるこ

とについて、生徒が十分に理解できるようにしなければならない。 

(3) いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護・救済し、安全・安心を保証

することが特に重要であることを認識しつつ、県、市町村、学校、家庭、地域住民その他の関係

者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 
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  (1) 法の定義を踏まえた上で、個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的・形式的

に行うのではなく、いじめを受けた児童生徒の立場に立って行う必要がある。 

  （2）いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第２２条の学校におけるいじめの防止等の

対策のための組織を活用して行う。 

  (3)「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾やスポーツ

クラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童生徒と何らかの人的関

係を指す。  

  （4）「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理   

矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害

が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目する。 

 （5） いじめに当たると判断した場合でも、その全てが厳しい指導を要するとは限らない。例えば、好

意から行った行為が意図せず相手生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉

で傷つけたが、すぐにいじめを行った生徒が謝罪し、教員の指導なしに良好な関係を再び築くこ

とができた場合等においては「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応も可能で

ある。ただし、この場合も組織として情報を共有することは必要である。 

  （6） 具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。 

   ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

   ・仲間はずれ、集団による無視をされる 

   ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

   ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

   ・金品をたかられる 

   ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

   ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

   ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

  （7） これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談 

することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察

への通報が必要なものが含まれることから、教育的配慮やいじめをうけた生徒の意向への配慮の

上で、早期に警察と連携して対応することが必要である。 

 

 

２ いじめの定義 

 

（定義） 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童等は一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は、物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているものをいう。                  「いじめ防止対策推進法」より 

（ 
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いじめの構造 

いじめは、単にいじめを受けている生徒といじめている生徒との関係だけでとらえることはできない。

いじめは「四層構造」になっている。 

 

 

観衆や傍観者の立場にいる生徒も、結果としていじめを助長していることになる。また、いじめられてい

る生徒といじめている生徒との関係は、立場が逆転する場合もある。傍観者が仲裁者となれるような指導を

行うことが大切である。 

２ いじめの基本認識  

 いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認識し、日々

「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組

むことが必要である。いじめには様々な特質があるが、以下の①～⑧は、教職員がもつべきいじめ問題につ

いての基本的な認識である。 

① いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。 

② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 

④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 

⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 

⑥ いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 

⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。 

⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り

組むべき問題である。 

 

 

 

いじめ問題への取組にあたっては、学校長のリーダシップのもとに「いじめを防止する」という強い意

志を持ち、学校全体で組織的な取組を行う必要がある。そのためには、早期発見・早期対応はもちろんの

こと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取組を、あらゆる教育活動におい

て展開することが求められる。本校においては、いじめ問題への組織的な取組を推進するため、学校長が

任命したいじめ問題に特化した機動的な「いじめ防止対策委員会」を設置。 

 

３ 校内体制について 

 

いじめを受けている
生徒（被害者）

いじめている
生徒（加害者）

周りではやし立てる
生徒（観衆）

見て見ぬふりをする
生徒（傍観者）←
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１ いじめ防止対策委員会の設置について

（１）組織名称 「いじめ防止対策委員会」 

 

（２）構成員 

いじめ防止対策委員会は、校長、教頭、生徒指導主任、生

徒指導教諭、学年主任、ホームルーム担任、部活動顧問、養

護教諭らをメンバーとして設置する。なお、メンバーは実態等

に応じて柔軟に対応することも考える。 

 

 いじめ事案の発生時は、緊急対応会議を開催し対応する。 

 いじめ防止対策委員会での内容や事案に応じての対応については職員会議において報告し、周知徹底させる。 

 

（３）役 割 
ア いじめ防止基本方針の策定 

イ いじめの未然防止 

ウ いじめの対応 

エ 教職員の資質向上のための校内研修 

オ 年間計画の企画と実施 

カ 年間計画進捗のチェック 

キ 各取組みの有効性のチェック 

ク いじめ防止基本方針の見直し 

 
（４）年間計画 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

防
止
対
策

職
員
会
議
等

早
期
発
見

職
員
会
議
等

防
止
対
策

年　間　指　導　計　画　

早
期
発
見

事案発生時、緊急対応会議の開催

いじめ防止対策委会

会議

・指針方針
・指導計画等

保護者会等による

保護者向け啓発

いじめ

実態把握調査

情報モラル講座

ホームルーム・学年づくり

人間関係づくり

いじめ

アンケート

事故発生時、緊急対応会議の開催

いじめ防止対策委員会

会議

・本年度のまとめ
・来年度の課題検

教育人権研修会

２年生 学年集会

ホームルーム・学年づくり

人間関係づくり

いじめ

アンケート
いじめ

アンケート

いじめ防止対策委員

会会議

・情報共有
・２・３学期の計画

新入生事前指導

 

　　　　　緊急対応会議

いじめ防止対策委員会組織図

いじめ発生

いじめ防止対策委員会

＜構成員＞

校⻑、教頭、生徒指導主任、生徒指導教諭、

学年主任、ホームルーム担任、部活動顧問、

養護教諭
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１ いじめ防止のための基本認識 

 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員生徒は以下のような基本的な認識が必要である。 

① いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。 

② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。 

④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 

⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 

⑥ いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 

⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。 

⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、 

一体となって取り組むべき問題である。 

２ 未然防止のためには  

学校での校則遵守の徹底・情報モラルの指導だけでは限界があり、家庭での指導が不可欠であることから、

保護者と緊密に連携・協力し、双方で指導を行う事が重要である。 

 

 
〈未然防止の観点から〉 

○生徒たちのパソコンや携帯電話等を第一義的に管理するのは家庭であり、フィルタリングだけでなく、家

庭において生徒たちを危険から守るためのルールづくりを行うこと、特に携帯電話を持たせる必要性に

ついて検討すること。 

○インターネットへのアクセスは、「トラブルの入り口に立っている」という認識や、知らぬ間に利用者の

個人情報が流出するといったスマートフォン特有の新たな卜ラブルが起こっているという認識をもつこ

と。 

○「ネッ卜上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に生徒たちに深刻な影響を与えることを認識すること。 

〈早期発見の観点から〉 

○家庭では、メールを見たときの表情の変化など、トラブルに巻き込まれた生徒が見せる小さな変化に気づ

けば躊躇なく問いかけ、即座に、学校へ相談すること。 

 

 
インターネットの特殊性による危険や生徒たちが陥りやすい心理を踏まえた指導を行う。 

 

保護者集会等で伝えたいこと 

 

情報モラルに関する指導の際、生徒たちに理解させる

ポイント 

 

 〈インターネットの特殊性を踏まえて〉 

○発信した情報は、多くの人にすぐに広まること。 

○匿名でも書き込みした人は、特定できること。 

○違法情報や有害情報が含まれていること。 

○書き込みが原因で思わぬトラブルを招き、被害者

の自殺だけでなく、傷害など別の犯罪につながる

可能性があること。 

○一度流出した情報は、簡単には回収できないこと。 

４ いじめの未然防止について 

 

【生徒たちの心理】 

匿名で書き込みができるなら･･･ 

自分だとわからなければ･･･ 

誰にも気づかれずに、見られていないから･･･ 

あの子がやっているなら･･･ 

動画共有サイトで目立ちたい･･･ 
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３ 早期発見・早期対応のためには

 

○書き込みや画像の削除やチェーンメールへの対応等、具体的な対応方法を子ども、保護者に助言し、協力

して取り組む必要がある。 

○学校、保護者だけでは解決が困難な事例が多く、警察等の専門機関との連携が必要になる。 

 

 

 

 被害の拡大を防ぐために、専門機関等に相談し、書き込み等の削除を迅速に行う必要がある。 

※学校非公式サイトの削除も同様 

〈指導のポイント〉 

・誹謗中傷を書き込むことは、「いじめ」であり、決して許される行為ではないこと。 

・匿名で書き込みができるが、書き込みを行った個人は必ず特定されること。 

  書き込みが悪質な場合は、犯罪となり、警察に検挙されること。 

 

〈指導のポイント〉 

●チェーンメールの内容は、架空のものであり、転送しないことで、不幸になったり、危害を加えられ

たりすることはないこと。 

●受け取った人は迷惑し、友人関係を損ねるので絶対に転送しないこと。内容により、「ネット上のい

じめ」の加害者となること。 

 

 

 

 

 

 

 

４ ネットいじめについて 

 

 

関係機関と連携したネット上の書き込みや画像等への対応 

 

チェーンメールの対応は 

【チェーンメール転送先】㈶日本データ通信協会メール相談センターにおいて、チェーンメールの転送

先のアドレスを紹介している。   http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/index.html 

書き込みや画像の削除に向け

て 

 

※ネット上のいじめへの対応についても、早期対応の取組が必要である。 

※情報機器の進歩により新たないじめが発生する可能性があるため、常に新しい問題に関心をはらう。 

インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上の卜ラブルについて最新

の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める必要がある。 

未然防止には、本校の校則にある利用禁止の意図、また生徒達のパソコンや携帯電話、スマー

トフォン等を第一義的に管理する保護者と連携した取組を行う必要がある。早期発見には、メー

ルを見たときの表情の変化や携帯電話等の使い方の変化など、被害を受けている子どもが発する

サインを見逃さないよう、保護者との連携が不可欠である。 

「ネット上のいじめ」を発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応を図るととも

に、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、警察等の専門的な機関と連携して対応し

ていくことが必要である。 

http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/index.html
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いじめは、早期に発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と生

徒達との信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで

行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒達の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さ

ない認知能力を向上させることが求められる。 

また、生徒達に関わるすべての教職員の間で情報を共有し、保護者の方とも連携して情報を収集する

ことが大切である。 

 

パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して、特定の子どもの悪口や誹謗中傷等をインターネット上

のWebサイトの掲示板などに書き込んだり、メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うもの。 

子どもたちが事件に巻き込まれた事例だけでなく、子どもたちがインターネットをどのように使ってい

るか保護者とともに調査することも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブログ･･･「ウェブログ」の略。個人や数人のヴループで管理運営され、日記のように更新されるWe bサイ卜。 

ＳＮＳ･･･「ソシャルネットワーキングサービス」の略。コミュニティ型の会員制のWe bサイ卜。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ いじめの早期発見について 

 

トラブルの事例 

■メールでのいじめ 

■ブログでのいじめ 

■チェーンメールでのいじめ 

■学校非公式サイト（学校裏サイト）でのいじ

め 

■ SNSから生じたいじめ 

Ａ君が友達数人に限定したサイ卜（SNS）だか

らと安心して、Ｂ君の悪口を書き込みました。

それをＣ君がコピーして他の掲示板に書き込

み、Ｂ君の知るところとなりました。その後、

同掲示板にＡ君への誹謗中傷が大量に書き込

まれました。 

 

■動画共有サイトでのいじめ 

Ａ君は、クラスの数人からプロレス技をかけら

れていました。その様子は携帯電話でも撮影さ

れていました。そして過激な映像が注目されて

いる動画共有サイ卜に投稿されました。 

 

◆匿名性により、自分だとは分からなければ何を書

いてもかまわないと、安易に誹謗中傷が書き込まれ、

被害者にとっては、周囲のみんなが誹謗中傷してい

ると思うなど、心理的ダメージが大きい。 

◆掲載された個人情報や画像は、情報の加工が

容易にできることから、誹謗中傷の対象として

悪用されやすい。 

◆スマー卜フォンで撮影した写真を安易に掲

載した場合、写真に付加された位置情報（ＧＰ

Ｓ）により自宅等が特定されるなど、利用者の

情報が流出する危険性がある。 

 

◆一度流出した個人情報は、回収することが困

難であるだけでなぐ不特定多数の者に流れた

り、アクセスされたりする危険性がある。 

特殊性による危険 
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１ 教職員のいじめに気づく力を高めるためには  

①生徒達の立場に立つ 

 一人一人を人格のある人間としてその個性と向き合い、人権を守り尊重した教育活動を行わなければなら

ない。そのためには、人権感覚を磨き、生徒達の言葉をきちんと受けとめ、生徒達の立場に立ち、生徒達を

守るという姿勢が大切である。 

②生徒達を共感的に理解する 

 集団の中で配慮を要する生徒達に気づき、生徒達の些細な言動から、表情の裏にある心の叫びを敏感に感

じとれるような感性を高めることが求められている。そのためには、生徒達の気持ちを受け入れることが大

切であり、共感的に生徒達の気持ちや行動・価値観を理解しようとするカウンセリング・マインドを高める

ことが必要である。 

 

２ いじめの態様  

 いじめの態様について、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、いじめられて

いる生徒を守り通すという観点から、毅然とした対応をとることが必要である。 

 

 

３ いじめが見えにくいのはなぜか。 

○いじめは大人の見えないところで行われている 

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所を選んで行われている。 

①無視やメールなど客観的に状況を把握しにくい形態で行われている。《時間と場所》 

②遊びやふざけあいのような形態、被害者なのに加害者と仲の良い仲間の一員のような形態、部活

動の練習のふりをして行われている形態がある。《カモフラージュ》 

 

○いじめられている本人からの訴えは少ない 

 いじめられている生徒には、①親に心配をかけたくない、②いじめられる自分はダメな人間だ、③

訴えても大人は信用できない、④訴えたらその仕返しが怖い、などといった心理が働くものである。 

 

○ネッ卜上のいじめは最も見えにくい 

ネッ卜上でいじめにあっている兆候は学校ではほとんど見えない。家庭で「メール着信があっても

出ようとしない」「最近パソコンの前に座らなくなっている」などの兆候があれば、いじめにあっ

ている可能性があることを保護者に伝え、いじめが疑われる場合は即座に学校へ連絡するよう依頼

しておく必要がある。 

 

 

《分  類》                     《抵触する可能性のある刑罰法規》 

ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる･････････････►脅迫、名誉毀損、侮辱 

イ 仲間はずれ、集団による無視（※刑罰法規には抵触しないが、他のいじめと同様に毅然とした対応が必要） 

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする･････････►暴行 

エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする･････････････････････►暴行、傷害 

オ 金品をたかられる･････････････････････････････････････････････････････►恐喝 

力 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする･･･････････►窃盗、器物破損 

キ いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする･･･►強要、強制わいせつ 

ク パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる･････････････････････►名誉毀損、侮辱 
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４ 早期発見のための手だて 

生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声がけ等に

より、良好な人間関係を築いておくことが大切である。また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任

だけでなく、学年集団として共有することも大切である。 

 

 

①日々の観察 ～生徒がいるところには、教職員がいる～ 

休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒達の様子に目を配る。「生徒達がいるところには、

教職員がいる」ことを目指し、生徒達と共に過ごす機会を積極的に設けることは、いじめ発見に効果がある。 

また、教室には日常的にいじめの相談の窓口があることを知らせる掲示をすることが大切である。 

②観察の視点 ～集団を見る視点が必要～ 

 成長の発達段階からみると、生徒達は小学校中学年以降からグループを形成し始め、発達の個人差も大き

くなる時期でもあることから、その時期にいじめが発生しやすくなる。その発達時期をどのように過ごして

きたのかなど担任を中心に情報を収集しホームルーム内にどのようなグル一プがあり、そのグル一プ内の人

間関係がどうであるかを把握する必要がある。また、気になる言動が見られた場合、グループに対して適切

な指導を行い、関係修復にあたることが必要である。 

③「進路手帳」の活用 ～コメン卜のやりとりから生まれる信頼関係～  

 毎日の学習時間を記入する「進路手帳」は週に１度は担任が集め目を通すことから、いじめに特化して相

談を受けずとも、悩みを担任に伝えやすい状況にある。学習時間の記録以外の活用として友人間の悩み、い

じめの相談などに活用することができる。気になる内容に関しては、教育相談や家庭訪問等を実施し、迅速

に対応する。 

④教育相談 ～気軽に相談できる雰囲気づくり～ 

 日常の生活の中での教職員の声がけ等、生徒達が日頃から気軽に相談できる環境をつくることが重要であ

る。それは、教職員と子どもたちの信頼関係の上で形成されるものである。 

また、定期的な教育相談週間を設けて、生徒を対象とした教育相談を実施する等、相談体制を整備する

ことが必要である。考査前の時期を利用し、全校生徒を対象とした教育相談週間として、生徒指導部や各学

年の先生方に協力していただき生徒の相談窓口を開設する。 

教育相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取扱いについて、個人情報保護法に沿って

適切に管理する。 

⑤いじめ実態調査アンケート ～アンケー卜は、実施時の配慮が重要である～ 

 実態に応じて随時実施することにする。学期に1回アンケー卜を実施。いじめられている子どもにとって

は、その場で記入することが難しい状況も考えられるので、実施方法については、記名、無記名、持ち帰り

等、状況に応じて配慮し実施する。）（資料① アンケート調査用紙） 

 

５ 相談しやすい環境づくりに必要なこと 

 生徒達が、教職員や保護者へいじめについて相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめてい

る側から「チクった」と言われて、いじめの対象になったり、さらにいじめが助長されたりする可能性があ

ることを教職員が十分に認識し、その対応について細心の注意を払うべきである。その対応如何によっては、

教職員への不信感を生み、その後に情報が入らなくなり、いじめが潜在化することが考えられる。 

①本人からの訴えには 
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○心身の安全を保証する 

   日頃から「よく言ってくれたね。全力で守るからね。」という、教職員の姿勢を伝えるとともに、実

際に訴えがあった場合には全力で守る手だてを考えねばならない。保健室や面談室等の一時的に危険を

回避する時間や場所を提供し、ホームルーム担任や教育相談担当教諭を中心に、本人の心のケアに努め

るとともに、具体的に心身の安全を保証する。 

○事実関係や気持ちを傾聴する 

   「あなたを信じているよ。」という姿勢で、疑いをもつことなく傾聴する。 

※事実関係の客観的な把握にこだわり、状況の聴取だけにならないように注意する。 

 

②周りの生徒からの訴えには 

○いじめを訴えたことにより、その生徒へのいじめが新たに発生することを防ぐため、他の生徒たちから

目の届かない場所や時間を確保し、訴えを真摯に受け止める。 

○「よく言ってきたね。」とその勇気ある行動を称え、情報の発信元は、絶対に明かさないことを伝え、

安心感を与える。 

③保護者と連携して生徒を見守る 

○保護者がいじめに気づいた時に、即座に学校へ連絡できるよう、日頃から保護者との信頼関係を築くこ

とが大切である。保護者と連携して生徒を見守るために、日頃から生徒の良いところや気になるところ

等、学校での様子について連絡しておくことが必要である。 

○生徒の苦手なところやできていない点を一方的に指摘されると、保護者は自分自身のしつけや子育てに

ついて、否定されたと感じることもある。保護者の気持ちを十分に理解して接することが大切である。 

○ＰＴＡ集会、学年ＰＴＡなどの保護者集会で、「何かあれば担任に気軽に相談してください。」「ホー

ムルーム担任に相談しづらい場合には、直接校長や学年主任に気軽に相談してください。」と校長や生

活指導部長、学年主任、ホームルーム担任が繰り返すことで、相談体制を広く周知する。 
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早期発見と指導体制 

  

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切な対応をすることが大切である。

いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速な指導を行い、解決に向けて一人で抱え込

まず、学年及び学校全体で組織的に対応することが重要である。また、いじめの再発を防止するため、

日常的に取り組む実践計画を立て、継続的に見守る必要がある。 

 

６ いじめ解決に向けた対応について 
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１ いじめ対応の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめ発見時の緊急対応 

 いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめにかかわる関係者に

適切な指導を行わなければならない。あわせて、ただちにホームルーム担任、学年主任、生徒指導担当（い

じめ防止対策委員会）に連絡し、管理職に報告する。 

 

 

 

 

○誰が誰をいじめているのか？･････････････････【加害者と被害者の確認】 

○いつ、どこで起こったのか？････････････････【時間と場所の確認】 

○どんな内容のいじめか？どんな被害をうけたのか？･･･【内容】 

○いじめのきっかけは何か？･･････････････････【背景と要因】 

○いつ頃から、どのくらい続いているのか？････【期間】 

把握すべき情報例 

生徒の個人情報

は、その取扱いに

十分注意するこ

と 

 

要 注 意 

いじめ情報のキャッチ 

指導体制、方針決定 正確な実態把握 生徒への指導・支援 今後の対応 

○「いじめ防止対策委員会」を招集する。 

○いじめられた生徒を徹底して守る。 

○見守る体制を整備する。（登下校、休み時間、清掃時間など） 

○当事者双方、周りの

生徒から聴き取り、

記録する。 

○個々に聴き取りを行

う。 

○関係教職員と情報を

共有し、正確に把握

する。 

○ひとつの事象にとら

われず、いじめの全

体像を把握する。 

○指導のねらいを明確にす

る。 

○全教職員の共通理解を図

る。  

○対応する教職員の役割分

担を考える。 

○教育委員会、関係機関との

連携を図る。 

○いじめられた生徒を保護

し、心配や不安を取り除

く。 

○いじめた生徒に、相手の

苦しみや痛みに思いを寄

せる指導を十分に行う中

で「いじめは決して許さ

れない行為である」とい

う人権意識 

をもたせる。 

 

保 護 者 と の 連 携 

○直接会って、具体的な対

策を話す。 

○協力を求め、今後の学校

との連携方法を話し合

う。 

○継続的に指導 

や支援を行う。 

○カウンセラー等

の活用も含 

め心のケアに 

あたる。 

○心の教育の充 

実を図り、誰も

が大切にされる

学級経営を行

う。 
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生徒に対して 

○事実確認とともに、まず、つらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。 

○「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。 

○必ず解決できる希望が持てることを伝える。 

○自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。 

保護者に対して 

○発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を直接伝える。 

○学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。 

○保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 

○継続して家庭と連携を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。 

○家庭で生徒の変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談するよう伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒に対して 

○いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、生徒の背景にも目を向け指導する。 

○心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然とした対応と粘り

強い指導を行い、いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認

識させる。 

保護者に対して 

○正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解決を

図ろうとする思いを伝える。 

○「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、家

庭での指導を依頼する。 

○生徒の変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的な助言をする。 

 

 

 

 

 

（１）いじめられた生徒に対しての対応 

 

（２）いじめた生徒に対しての対応 

 

○いじめられる理由があるのだろう。 

○学校がきちんと指導していれば…。 

○ここまで深刻にならないうちに、なぜ連絡してくれな

かったのか。 

 

平 素 の 連 絡 が な い た め 、 

保 護 者 か ら 発 せ ら れ た 言 葉 

○お子さんにも悪いところがあるようです。 

                     ○家庭での甘やかしが問題です。 

○クラスにはいじめはありません。 

○どこかに相談に行かれてはどうですか。 

 

い じ め を 訴 え た 保 護 者 か ら 

 

不信感をもたれた教職員の言葉 
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○当事者だけの問題にとどめず、ホームルーム及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観者

からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。 

○「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、ホームルーム・学年・学校全体に示す。 

○はやしたてたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを理解させる。 

○いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させるよう指導する。 

○いじめに関するマスコミ報道や、体験事例等の資料をもとにいじめについて話し合い、自分たちの問

題として意識させる。 

 

 

○いじめが解消したと見られる場合でも、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要な指導を継続的

に行う事を怠ってはならない。 

○教育相談、日記、手紙などで積極的にかかわり、その後の状況について把握に努める。 

○いじめられた生徒の良さを見つけ、褒めたり、認めたりして肯定的にかかわり、自信を取り 

戻させる。 

○いじめられた生徒、いじめた生徒双方にカウンセラーや関係機関の活用を含め、心のケアにあたる。 

○いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組むことを洗

い出し、実践計画を立て、いじめのないホームルームづくりへの取組を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめた生徒のおかれた背景に、保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられる場合には、三戸地方教

育研究所や福祉事務所、民生・児童委員等の協力を得ることも視野に入れて対応する必要がある。 

 

（３）周りの生徒たちに対して 

（４）継続した指導 

 

（５）迅速に対応するためには 

 

（６）地域等その他関係機関等との連携について 

 

 

学校の雰囲気

教職員の意識

いじめの兆候

対応が遅れる要因例

いじめはどこでも起こる。
（本質の認識）

「注意深く、クラスの様子を見
ていこう」　（積極的な姿勢）

「いじめかも？」○○先生に
相談しよう　（報告・連絡・相
談）

早期対応が図れる体制

「私のクラスにいじめは起こら
ないだろう」　　（錯覚）

「もし、クラスでいじめが起
こったらどうしよう」　　（不安）

「いじめ？生徒たちで解決さ
せよう」　　（抱え込み）

考
え
方
の
転
換

対応が遅れる場合の事例 
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 生徒に対しては、日頃からきめ細やかな指導や教育相談を粘り強く行うことが必要である。しかし、指導

の効果があがらず、他の生徒の心身の安全が保障されない等の恐れがある場合については、いじめ防止対策

委員会と生徒生活指導部が連携し出席停止等の懲戒処分を学校長の判断で措置を検討する必要がある。出席

停止の制度は、本人の懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し他の児童生徒の教育を受ける権利

を保障するという観点から設けられているものである。 

 いじめられた生徒の心身の安全が脅かされる場合等、いじめられた生徒をいじめから守りぬくために、必

要があればいじめた生徒に対し転学や退学について弾力的に対応することと規定されている。 

保護者から、他の学校に変更したい旨の申し出があれば、学校は柔軟に対応し生徒の将来を見据えた指導を

行う。 

学校法第11条 

校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、文部科学大臣の定めるところにより、 

学生、生徒及び児童に懲戒を加えることが出来る。ただし体罰を加えることはできない。 

学校法施行規則第13条 

校長及び教員が生徒等に懲戒を加えるに当たっては生徒等の心身の発達に応じる等教育上 

必要な配慮をしなければならない。 

①懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。 

②前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校または養護学校に在学する学齢 

児童または学齢生徒を除き、次の号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 

        (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められた者。 

        (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者。 

        (3) 正当の理由がなくて出席常でない者。 

(4) 学校の秩序を乱しその他学生又は生徒として本分に反した者。 

③第2項の停学は学齢児童又は学齢生徒に対しては行うことができない。 

 

 

３ い 

 いじめが解消されたとする用件は次の２つを満たすことである。 

① いじめに係る行為が３ヶ月以上、止んでいること 

② いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ いじめの解消について 

（７）出席停止・転学退学措置について 
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     【学 校 に よ る 調 査】     【青森県教育委員会による調査】 

 

 

 

 

 

 

８ 重大事態の対応について 

 

（１）いじめ防止対策推進法における「重大事態」への対処 

○いじめ防止対策推進法 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重

大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速

やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適

切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い

があると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき。 

【重大事態の意味】 

・「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して

行われるいじめにあることを意味する。 

・第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とする。た

だし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、３０日にかかわらず、

学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。 

・また、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、

その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたと

しても、重大事態が発生したものとして報告、調査等に当たる。 

（平成２５年１０月１１日文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」） 

 

重 大 事 態 と は 

 

重大事態発生   

 

校内における調査実施 

 

 

保護者へ調査結果の説明 

 

青森県教育委員会への調査報告 

青森県教育委員会教育長への報告 

 

 

 

青森県教育委員会の 

調査への協力、資料提出 

重大事態発生 
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・地方公共団体の長への報告事項 

①被害児童生徒の氏名・学年・性別 

②欠席期間・その他自動生徒の状況 

③生徒・保護者から重大事態である旨の訴えがある場合はその訴えの内容 

 

○事案が重大事態であると判断したとき、事態に係る調査を行うため、すみやかに、その下に組

織を設ける。 

○学校の設置者が、調査組織や調査組織の構成員を決定する。この際、専門的知識及び経験を有

する学校外の専門家の参加に努める。 

<組織構成員とは> 

 

 

 

 

<三戸高校における組織委員> 

 

 

 

 

・取組み状況の把握と検証（ＰＤＣＡ） 

いじめ防止対策委員会は、上記のように年３回の会議を開催し、取組みが計画通りに進んでいるか、い

じめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた基本方針や計画の見直し等を行う。 

また、学校評価にいじめに関する評価項目を位置づけ、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止

等のための取組みの改善を図る。 

 

 

 

・アンケート用紙 いじめについて  

・担任としてホームルーム経営を見直すチェックリスト 

・いじめを早期に発見するポイント 

 

（２）調査組織の設置 

９ 評  価 

１０ 参考資料 

 

弁護士、精神科医、学識経験者（教員経験者、生徒指導に関する学識経験者）、心理や福祉の

専門家等の専門家的知識及び経験を有する者（相談業務に従事している関係機関の専門家）で

あり、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者（第三者）

について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、当該調査の公平

性、中立性を確保するよう努めることが求められる。 

 

 いじめ防止対策委員と同様とする。構成員は、校長、教頭、生徒指導主任、生徒指導教諭、学年

主任、担任、部活動顧問、養護教諭 


